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  はじめに 

 

 当委員会は，地方分権が進展する中，県議会の政策立案機能等の充実・強化

を図るため平成 19 年度から設置されており，当委員会の政策提言案や政策条

例の検討に基づき，令和６年度までに，知事等へ３１件の政策提言が行われ，

７件の政策条例が議員提案により制定されたところである。 

 令和６年度は，関係団体等との意見交換や先進地調査などにより，現状や課

題等の把握を行い，対応策や提言内容等について委員間で協議を重ねるととも

に，県議会全体での情報共有等を図りながら，政策提言案等の検討に取り組ん

だ。 

 本報告書は，今年度行った議長への報告「文化・芸術等について」及び「少

子化対策のために子どもを産み育てやすい社会をつくる条例の制定について」

に関して，４月以来，８回にわたり開催した委員会をはじめとする当委員会の

活動の経過及び結果等について，取りまとめたものである。 
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１ 委員会の活動経過 

（１）委員会の行う検討・調査事項 

    ① 議会が知事等に対して行う政策提言案 

  ② 議員による政策条例の対象とすべき事項 

 

（２）議員への意向調査の実施 

令和６年２月，全議員を対象にした政策提言及び政策条例に関する意向

調査を実施したところ，県政全般にわたる１５件の提案がなされた。 

     提案項目件数・・・・・・・・ ９件 

     ・ 政策提言・・・・・・・ ６件 

     ・ 政策条例・・・・・・ １５件 

      

（３）検討項目の決定 

   意向調査の結果等も踏まえ，当委員会の検討項目を次のとおり決定した。 

     ・ 文化・芸術等の振興について 

     ・ 少子化対策に関する条例について 

 

（４）検討の進め方 

      検討項目ごとにワーキングチームをつくり，関係団体との意見交換，県

内外の視察調査等を実施する中で課題等を確認し，委員会においては，オ

ブザーバーとして関係常任委員会委員長も参加の下，ワーキングチームの

経過報告や検討内容について議論を行うとともに，協議の進捗段階に応じ

て行った全議員へのアイデア募集や意見照会も踏まえながら，政策提言案

等の作成を進めた。 

 

（５）検討結果の概要 

「文化・芸術等の振興について」は，知事に提言すべきとし，「少子化

対策のために子どもを産み育てやすい社会をつくる条例」については，議

員提案による条例制定に取り組むべきとした。 
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（6）令和６年度政策立案推進検討委員会の検討経過一覧表 

【委員会】政策立案推進検討委員会          

【文化振興ＷＴ】文化・芸術等の振興ワーキングチーム  

              【少子化対策条例ＷＴ】少子化対策に関する条例ワーキングチーム  

  

月 日 会議等 協 議 内 容 等 

R ６. ２.20 意向調査 ・検討項目の意向調査（全議員を対象） 

R ６. ４.15 

 

第１回委員会 

 

・正副委員長の選出 

・検討項目 等 

R ６. ４.16 

 

第２回委員会 ・検討項目（決定） 

・検討項目ごとのワーキングチーム編成等 

R ６. ４.18 アイデア募集 

 

・検討項目に係る政策等アイデアの募集

（全議員を対象） 

R ６. ５.27 

 

 

 

 

第３回委員会 

執行部からの現状

等の聴取 

 

【関係部局】 

男女共同参画局，総合政策部，観光・文

化スポーツ部，子ども政策局，商工労働

水産部，教育庁 

【各ＷＴ】 

第１回会議 

 

・検討の進め方 等 

R ６. ６. ４ 【各ＷＴ】 

第２回会議 

 

・検討の進め方 等 

R ６. ７.22 

 

 

 

【文化振興ＷＴ】 

関係団体との意

見交換 

【関係団体】 

・鹿児島県文化協会 

・鹿児島県マーチングバンド連盟協会 

 第３回会議  

・意見交換を踏まえた委員間協議 等 

R ６. ７.30 

～７.31 

 

【少子化対策条例ＷＴ】 

県外現地調査 
【視察調査先】 

・山梨県庁 

・山梨中央銀行 
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月 日 会議等 協 議 内 容 等 

R ６. ８. 6 

 

【少子化対策条例ＷＴ】 

第３回会議 
 

・オンライン調査（ＮＰＯ法人親子ネット

ワークがじゅまるの家） 

・視察等を踏まえた委員間協議 等 

R ６. 8.16 

 

 

 

【文化振興ＷＴ】 

執行部との意見

交換 

【関係部局】 

・観光・文化スポーツ部 

・教育庁 

 第４回会議  

・提言骨子案たたきについて 等 

R ６. 9.10 

 

 

 

【少子化対策条例ＷＴ】 

現地調査 

 

 

【視察調査先】 

・心悦愛児子ども園  

・末重建設株式会社  

・株式会社南九州ファミリーマート 

第４回会議  

・視察を踏まえた委員間協議 

R ６.10. 4 

 

第 4 回委員会 ・ワーキングチームからの経過報告及び 

提言骨子案等について 等 

R ６.10.10 

 

 

【文化振興ＷＴ】 

 現地調査 

【視察調査先】 

・歴史・美術センター黎明館 

・鹿児島城跡地一帯（歴史・文化ゾーン） 

・ザビエル公園 

R ６.10.29 

 

【文化振興ＷＴ】 

第５回会議 

 

・提言文案について 等 

 

 

 

 

－ 3 －



月 日 会議等 協 議 内 容 等 

R ６.11.14 

 

【少子化対策条例ＷＴ】 

現地調査 

 

【視察調査先】 

・濵田酒造株式会社 

・医療法人クオラ  

第５回会議  

・提言骨子案たたきについて 等 

R ６.11.28 

 

 

第５回委員会 ・提言文案「文化・芸術等の振興について」 

全議員への情報提

供・意見照会 

 

・提言文案「文化・芸術等の振興について」  

【少子化対策条例ＷＴ】 

第６回会議 
 

・提言骨子案たたきについて 等 

R ６.12.13 

 

第６回委員会 

 

 

・提言文案「文化・芸術等の振興について」  

R ６.12.17 議長への報告 ・「文化・芸術等の振興について」 

【少子化対策条例ＷＴ】 

第７回会議 

 

・提言骨子案について 等 

R ６.12.19 知事への提言 ・「文化・芸術等の振興について」 

R ７. １.22 

 

 

【少子化対策条例ＷＴ】 

執行部からの 

現状等の聴取  

【関係部局】 

・子ども政策局 

・商工労働水産部 

 第８回会議  

・提言文案について 等 

R ７. ２.10 

 

 

第７回委員会 ・提言文案「少子化対策のために子どもを

産み育てやすい社会をつくる条例の制

定について」 

全議員への情報提

供・意見照会 

・提言文案「少子化対策のために子どもを

産み育てやすい社会をつくる条例の制

定について」 
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月 日 会議等 協 議 内 容 等 

R ７. ３. ４ 第８回委員会 ・提言文案「少子化対策のために子どもを

産み育てやすい社会をつくる条例の制

定について」 

・令和６年度政策提言等に関する報告 

R ７. ３. ６ 議長への報告 ・「少子化対策のために子どもを産み育て

やすい社会をつくる条例の制定につい

て」 

・令和６年度政策提言等に関する報告 

 

２ 議長への報告内容 

 

（１） 「文化・芸術等の振興について」（政策提言） 別紙１  

  ※ 令和６年 12 月 17 日に議長へ報告 

 

（２） 「少子化対策のために子どもを産み育てやすい社会をつくる条例の制

定について」（政策条例）         別紙２   

  ※ 令和７年３月６日に議長へ報告 
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 ＜参考＞ 

令和６年度政策立案推進検討委員会 委員名簿 

文化芸術振興
ＷＴ

少子化対策
条例ＷＴ

藤 崎 剛 委員長

柳 誠 子 ○
副委員長
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内 田 一 樹 ○

寿 は じ め ○
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森 昭 男 ○

た い ら 行 雄 ○

橋 口 住 眞 ○
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文化・芸術等の振興について 

 

１ 提言の背景 

 

（１） 文化・芸術等を取り巻く諸情勢 

文化・芸術等は豊かな人間性を涵養し，創造力と感性を育むなど，人

間が人間らしく生きるための糧となるものであり，他者と共感し合う心

を通じて意思疎通を密なものとし，人間相互の理解を促進するなど，共

に生きる社会の基盤を形成するものである。 

 

新型コロナの甚大な影響とともに，我が国社会を取り巻く環境も大き

く変化しており，文化芸術政策の推進に当たっては，こうした変化を着

実に捉えることが求められている。  

特に，デジタル化の急速な進歩に伴うＤＸ（※１）の進展やＡＩ（※

２）・ビッグデータ（※３）・ＩｏＴ（※４）・ロボティクス（※５）等の

技術革新が，産業界だけでなく社会の隅々まで広がる中，人々の働き方

や生活様式等とともに，我が国の文化芸術の活動形態やニーズにも様々

な影響を与えている。 

 

一方，深刻な少子高齢化の進行による人口減少等により，特に，地方

部での文化芸術の担い手が著しく減少するとともに，地域における個性

豊かな伝統文化を後世に伝えていく役割を担う子供たちが減少してお

り，全国各地に存在した豊かな地域文化の衰退につながりかねない状況

となっている。人口減少は，文化芸術の担い手のみならず，公演の鑑賞

者や博物館・美術館の入館者等の減少にもつながり，需要の減少・市場

の縮小が見込まれる。文化活動は，衰退が叫ばれて久しい地域コミュニ

ティの再興にも寄与することから，今後は各地域の実情に配慮した文化

芸術振興方策を進めるとともに，需要・市場を意識した活動を推進する

ことがますます重要となっている。 

 

令和５年に，日本は，イプソス国家ブランド指数（※６）で，第１位

となった。日本への信頼とユニークさを背景に日本のソフトパワーが，

海外から評価を受けたものといえる。また，経済産業省の委託調査

「Japan Brand Image Research 海外都市から見た日本のブランド

イメージ調査」（※７）によれば，日本人の精神性，生活スタイルを背

景にした多様な文化コンテンツを基盤に，「バラエティ豊かな遊び心の

ある体験」，「心が落ち着く体験」，「健康な暮らし」，「丁寧な暮ら

し」の日本ブランドの４つの提供価値が示され，日本ブランドの価値創

造に日本文化が大きな役割を果たしているとしている。 
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一方で，我が国の文化芸術コンテンツやアーティスト等に対する世界

的な関心は，強みを有する分野ではあるものの，必ずしも増大している

状況にあるとは言えない。国内における急激な少子高齢化の進行とそれ

に伴い予測される人口減を前提とすれば，国内の文化芸術関連市場だけ

に着目していては不十分である。我が国としては今後，世界の目線や潮

流を踏まえ，国際的に訴求するコンテンツを創造し，グローバルかつ戦

略的に展開していくとともに，海外に開かれた国際的な文化芸術拠点と

なるための環境づくりが必要である。 

 

なお，美術，芸術などの創作活動に資金がかかるものであり，ルネ

サンスにおいても，ミケランジェロ，レオナルド・ダヴィンチなどの巨

匠と呼ばれる芸術家は，パトロン（支援者）が存在していた。現在の資

金の確保のあり方について，国は「文化芸術を一層振興するためには，

国・地方の財政が厳しい中，公的財政支援のみではなく，企業や個人か

らの寄附など，多様な財源を確保することを目指す」との方針を示して

いる。 

 

国においては，以上のような我が国の文化芸術を取り巻く様々な状況

を踏まえつつ，文化審議会に対し，「ウィズコロナ・ポストコロナを見

据えた中長期的な文化芸術の振興方策」，「文化と経済の好循環を創造

するための方策」，「文化芸術行政の効果的な推進の在り方」の３つの

観点から諮問を行い，その答申に基づき，令和５年３月に令和５年度か

ら令和９年度までを対象期間とする文化芸術推進基本計画（第２期）の

閣議決定を行った。 

 

本県においては，令和２年３月に，鹿児島県文化芸術の振興に関する

条例を改正し，文化芸術の振興に当たって，観光，まちづくりその他の

関連分野における施策との有機的な連携に配慮することや，文化芸術振

興指針に代え，文化芸術推進基本計画を策定することを定め，現在，こ

の条例に基づき策定した計画に沿って，文化芸術振興施策を推進してい

るところである。 

 

（２） 本県における文化・芸術等の現状・課題 

   ①  本県においては，県民の創造的な文化活動を支援するとともに，各

市町村文化協会及び各種団体の連携交流を図ることを目的に，昭和

４４年に鹿児島県文化協会が設立されているが，会員の高齢化・減少

及び資金難により，現在は常勤のスタッフが配置されていない状況で

あり，組織的に文化・芸術等の振興を図る態勢づくりが必要である。 

なお，同協会では現在，県民文化フェスタの開催及び機関誌の発行

を行っている。 
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   ② 伝統芸能は，様々な時代背景の中で，人々の生活や風土との関わり

において生み出され，守り伝えられてきた。県内では，各地域に特色

ある伝統芸能が伝承されており，市町村によっては意見交換会の実施

や映像での記録・保存などに取り組んでいるが，近年の少子・高齢化，

過疎化等に伴う担い手不足により，その保存・継承が困難になってき

ている。 

なお，鹿児島県文化協会の「鹿児島未来創造プロジェクト」伝統文

化の継承・発展分野のメンバーである池水聖子氏が令和２年に実施し

た大隅地域の伝統芸能を対象とした調査によると，平成２年以降の推

移として，活動を継続しているものが約半分になっているとの報告が

なされている。 

 

   ③  開館・開園から２０年を過ぎた県有の文化施設は，老朽化が見受け

られる。 

     これらの施設については，適切な維持補修を行いながら，利用の実

態や外部の意見等も踏まえ，観光資源としてさらなる活用を図ってい

く必要がある。 

 

     ④ 鹿児島城（通称：鶴丸城）跡一帯の歴史・文化ゾーンには，県有施

設である県民交流センター，県立博物館，黎明館，旧興業館，県立図

書館，県文化センター，鹿児島市有である市立美術館，かごしま近代

文学館・かごしまメルヘン館，中央公民館，探勝園，照國公園といっ

た施設が林立しており，県民及び観光客が集まる場所として可能性を

秘めている。このゾーンを有効に活用するためには，県，市及びゾー

ン近隣の民間業者が連携して，郷土史と国内外の歴史との関わりを理

解することが必要である。 

 

以上の観点から，次のとおり提言する。 
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２ 提言 

 

（１） 文化・芸術活動に対する支援体制の充実 

地域の伝統芸能を保存する活動に取り組む団体など，文化・芸術等の

関係団体に対する相談対応・サポートが必要であることから，鹿児島県

文化協会や鹿児島県文化振興財団，各市町村の教育委員会，文化協会な

ど文化関係で活動する団体との連携を促進することにより，文化・芸術

活動に対する支援体制の充実を図ること。 

とりわけ，地域の文化芸術活動等と関係性が高い鹿児島県文化協会に

ついては，同協会を取り巻く環境や関係者の意向等を踏まえ，今後の在

り方について検討が進むよう支援を行うこと。 

 

（２） 学校及び地域活動等への支援 

学校の文化系クラブの活動支援，伝統芸能を継承する町内会・子ども

会等の活動支援，地域コミュニティの枠組みの中での支援について取り

組むこと。  

また，伝統文化の継承や記録・保存，文化財の保存・活用のための支

援については，その効果も確認しながら，必要に応じて見直しを行うと

ともに，新たな分野の文化・芸術等に対する支援も積極的に取り組むこ

と。 

また，学校や地域において取り組まれている伝統芸能の継承活動の広

報誌やデジタルツールを活用した周知，地域企業とも連携した伝統芸能

のイベントの開催や調査研究等への支援について，県・市町村で連携し

て取り組むこと。 

 

（３） 学校における文化・芸術等の鑑賞・体験への支援 

学校への文化芸術団体の派遣をさらに充実させるとともに，学校や各

種団体等に対して，文化・芸術等の鑑賞・体験する機会を積極的に提案

するなどの取組を行うこと。 

 

（４） 県有文化施設及び歴史・文化ゾーン等の観光資源としての活用 

県有施設については，誰もが快適に利用できるよう，適切な維持補修

を行うとともに国内外から多くの観光客を呼び込めるよう魅力的な文化

事業の実施や効果的な情報発信に努めること。 

また，鹿児島城跡地の歴史・文化ゾーンやザビエル公園の周辺にある

県有及び鹿児島市有等の歴史文化施設の回遊性を向上するため，県・市

及びゾーン近隣の民間事業者が連携して，課題の掘り起こしをするとと

もに，イベント等の開催にあたっては，観光振興の視点も盛り込み，魅

力を十分にＰＲするために工夫すること。 
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（５） 県文化芸術推進基本計画の改定及び諸施策の推進 

文化芸術については，観光，まちづくり，国際交流，福祉，教育，産

業その他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りながらその

振興を図る必要があることから，令和８年度からの県文化芸術推進基本

計画を策定するにあたっては，関係団体等と十分に連携をとり，できる

限り具体的な施策を盛り込むこと。 

また，施策を推進するに当たっては，部局を横断した全庁的な連携を

図ること。 

 

 

（※１）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション） 

     企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本か

ら革新する取り組み。 

 

（※２）ＡＩ 

   「Artificial Intelligence（アーティフィシャル・インテリジェンス）」を略

した言葉で，日本語では「人工知能」を意味する。ＡＩは一般的に，人間の

言葉の理解や認識，推論などの知的行動をコンピュータに行わせる技術を指

す。 

 

（※３）ビッグデータ（Big Data） 

     人間では全体を把握することが困難な巨大なデータ群のこと。明確な定義

は存在しないが，一般的には Volume（量），Variety（多様性），Velocity

（速度あるいは頻度）の「3 つのＶ」を高いレベルで備えていることが特徴

とされている。また近年では，これに Veracity（正確性）と Value（価値）

を加えた「5 つのＶ」をビッグデータの特徴とするとも言われている。 

 

（※４）IｏＴ（Internet of Things） 

     「モノのインターネット」を意味し，家電製品・車・建物など，さまざま

な「モノ」をインターネットと繋ぐ技術。 

   

（※５）ロボティクス（Robotics） 

     ロボットのフレームや機構を設計する機械工学，ロボットに組み込んだモ

ーターを動かす電気回路を制作する電気・電子工学，ロボットを制御するプ

ログラムをつくる情報工学に関する研究を総合的に行うロボット工学のこ

と。 

     ロボティクスが広く普及することによって，労働力不足の解消，業務の効

率化，生活の品質向上など，さまざまな領域の問題を解決できると考えられ

ている。 
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（※６）イプソス国家ブランド指数 

   「アンホルト-イプソス 国家ブランド指数(NBI)」は，2008 年から毎年

イプソスと国家イメージ分野における世界的権威サイモン・アンホルト氏が

共同で実施している，国家ブランド力を評価するグローバル調査。60 カ国

を対象に「輸出」，「ガバナンス」，「文化」，「人材」，「観光」，「移

住と投資」という 6 つのカテゴリに関する認識を調査することで国家のブ

ランド力を測定している。 

日本は 2019 年に 5 位，2020 年に 4 位，2021 年に 3 位，2022

年に 2 位着実に順位を上げ，2023 年ついに過去最高の 6 年連続で首位を

キープしていたドイツを抜き，1 位となった。過去ドイツ，米国以外で首

位に立った国は日本が初であり，アジア太平洋地域の国がトップに選ばれ

たのも調査開始以来初めてのことである。 

 

（※７）Japan Brand Image Research 海外都市から見た日本のブランドイメ

ージ調査 

経済産業省が日本ブランドが海外からどのように見られているかについ

て，株式会社ＢＩＧＬＯＢＥに調査委託したもの。 

国内外エキスパート 12 名へのインタビュー，日本ブランド国外発信拠

点 17 件の実地調査，海外ユーザー（日本ブランドの顧客）22 名へのイン

タビュー，ソーシャルメディア調査を実施。 
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 参 考  

 

１ 文化芸術推進基本計画（国計画・第２期（令和５～９年度）） 

 

計画における施策群 

 

文化芸術基本法に基づく第２期計画の効果的かつ着実な推進を図るため、計画期間において推進す

べき文化芸術施策を、関連項目ごとに施策群としてまとめ、それぞれに目指すべき姿を示す。 

 

【施策群】 

（重点取組１ ポストコロナの創造的な文化芸術活動の推進 関係） 

① コロナ禍からの復興と文化芸術水準の向上等 

② 基盤強化、自立的運営による文化芸術の持続可能な発展 

（重点取組２ 文化資源の保存と活用の一層の促進 関係） 

③ 「文化財の 匠
たくみ

プロジェクト」の推進等による文化資源の保存と活用の好循環の構築 

④ 国際協力を通じた文化遺産の保存・活用(世界文化遺産・無形文化遺産等) 

⑤ 国土強靭
じん

化に資する文化財の防火・防災対策の推進 

（重点取組３ 文化芸術を通じた次代を担う子供たちの育成 関係） 

⑥ 文化芸術教育の改善・充実、子供たちによる文化芸術鑑賞・体験機会の確保 

（重点取組４ 多様性を尊重した文化芸術の振興 関係） 

⑦ 障害者等の文化芸術の参画促進による共生社会の実現 

⑧ 国語の振興、国内外での日本語教育の推進 

（重点取組５ 文化芸術のグローバル展開の加速 関係） 

⑨ 世界を視座とした戦略的な文化芸術の展開 

⑩ 海外との連携による文化芸術の好循環の創出 

（重点取組６ 文化芸術を通じた地方創生の推進 関係） 

⑪ 国立美術館・博物館、国立劇場等の文化振興のナショナルセンターとしてのマネジメント

機能の強化、博物館行政の充実 

⑫ 地域における文化芸術振興拠点の整備・充実 

⑬ 文化観光の推進による好循環の創出 

⑭ 食文化をはじめとした生活文化の振興 

（重点取組７ デジタル技術を活用した文化芸術活動の推進 関係） 

⑮ デジタル技術を活用した文化芸術の振興 

⑯ ＤＸ時代に対応した著作権制度の構築 
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２　鹿児島県文化芸術推進基本計画（令和３～７年度）

 施　策　体　系



支援の目的 関係事業，関係団体

○　県下の小・中学校や特別支援学校等に県内
の文化芸術団体を派遣し，音楽や舞踊の舞台
芸術鑑賞の機会を提供
・毎年度９公演（離島公演を含む）

青少年のための芸術鑑賞
事業（県）

○　文化庁が全国の小･中学校に，文化芸術団体
を派遣し，舞台芸術の公演やワークショップ
等を実施
・令和５年度実績　87公演（40市町村）

文化庁，市町村

○　(公社)日本児童青少年演劇及び(公財)日本
青少年文化センター青少年劇場が演劇団体等
を全国の小･中学校等に派遣し,演劇公演等を
実施。
・令和５年度実績　26公演（13市町）

青少年文化センター，
市町村，県

○　遠足，修学旅行等の入館料免除及び学校主
催行事等の使用料の減免（黎明館，宝山ホー
ル，みやまコンセール，霧島アートの森）

黎明館，県文化振興財団

○　宝山ホールにおける県レベルの学校音楽・
演劇関係団体が実施するコンクール等の使用
料の免除（宝山ホール）

県文化振興財団

○　学校，市町村等への研修会講師等(随時)
（みやまコンセール，霧島アートの森） 県文化振興財団

○　本県高校生の文化・芸術活動の発展・向上
に資するため県高等学校文化連盟への醸成を
実施

学力水準向上費（教育研
究団体）（県）

○　文化庁の「文化芸術による子供育成推進事
業」を活用した文化芸医術の鑑賞・体験等の
実施
・令和５年度実績　88校（小学校65校，中学
　校22校，義務教育学校1校）

文化庁

○　離島から文化系活動に係る県の指定する大
会に参加する生徒に航路運賃の４割相当額を
助成

離島生徒指定大会遠征費
助成事業（県）

○　本県の多様な文化芸術を継続・充実･発展さ
せるため，県内の文化芸術団体の活動を支援

文化の薫り高いかごしま
形成事業（県）

○　県内の芸術文化団体が行う公演，展覧会等
の芸術文化活動を支援

芸術文化活動支援助成金
（県文化振興財団）

○　　郷土芸能や伝統行事など伝統文化の担い手
の育成・支援に取り組む活動に対し，助成を
実施

伝統文化の保存･継承に
係る助成事業（県文化振
興財団）

○　地域振興推進事業を活用した支援
［主な令和６年度事業］
・｢俊寛歌舞伎硫黄島公演｣舞台基礎整備事業
・大隅総文祭　リナシティリニューアル記念
・西洋文化を広めたシドッティの功績等普及･
　啓発事業

地域振興推進事業（県）

学校文化活動支援

３　本県における文化芸術振興のための取組事例

取組事例

地域の文化活動支援
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支援の目的 関係事業，関係団体取組事例

○　半島特定地域「元気おこし」事業を活用し
た支援
［主な令和６年度事業］
・錦江町ＰＲイベント情報発信事業
　（やまんなか音楽会，大根やぐらライトア
　　ップイベントの開催）

半島特定地域「元気おこ
し」事業（県）

○　特定離島ふるさとおこし推進事業を活用し
た支援
［主な令和６年度事業］
・恐竜化石展示施設「甑ミュージアム」整備
・ジャンベの島づくり推進事業
・三島村歌舞伎「俊寛」事業

特定離島ふるさとおこし
推進事業（県）

○　文化芸術団体や観光団体等が協力して開催
するイベントなど，文化芸術と観光･まちづく
り等の連携した取組を支援
・補助率1/2，上限50万円

文化の薫り高いかごしま
形成事業（県）

○　県内で独自に実施されている取組（例）
・地域おこし協力隊員による芸術家の拠点づ
　くり
・地域おこし協力隊員による伝統芸能継承活
　動への参加，屋外オブジェ制作
・元地域おこし協力隊員による本県を舞台に
　した映画制作
・地域おこしイベントにおける地元の演奏家
　等の出演・伝統芸能披露，アートイベント
　やフェスの開催

　
　－

○　黎明館に郷土芸能を含む民俗分野について
学芸員を配置し，資料収集や調査研究等を実
施。
　また，民俗学会，民具学会と連携を図り，
定期的に黎明館で研究会を開催。

黎明館

○　奄美群島成長戦略推進交付金による支援
［令和６年度事業］
・歴史的文化遺産等に関するデータのデジタ
　ル化や方言（シマグチ）の映像記録による
　保存継承などの取組

奄美群島成長戦略推進交
付金（県）

○　県内の民俗芸能を伝承する保存会の活動状
況を確認するための調査を実施。

文化財保護団体等活動状
況調査（県）

伝統文化を調査研究す
る機能

地域おこし活動との連
携

地域の文化活動支援
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① ⑧

② ⑨

⑩

⑪

④ ⑫

⑤ ⑬

⑥ ⑭

⑦ ⑮ 県民交流センター

③
かごしま近代文学館
かごしまメルヘン館

県立博物館

照國公園

旧興業館

中央公民館

陽山美術館

４　鹿児島城跡一帯の文化･芸術関連施設

黎明館

県立図書館

鹿児島市立美術館

照國神社

探勝園

ザビエル公園

示現流兵法所資料館

県文化センター

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
⑭

⑮
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鹿児島県文化協会 鹿児島県文化振興財団

１　目的

　県民の創造的な文化活動を
支援するとともに，各市町村
文化協会及び各種団体相互の
連携交流を図り，広域的文化
事業の実施をはじめとし，県
民文化の振興に寄与すること
を目的とする。

　県民の多様な文化活動を促
進・支援するため，各種の文
化振興事業を展開することに
より，鹿児島県の文化活動の
一層の活性化と個性豊かな文
化の薫り高い地域社会づくり
に寄与することを目的とす
る。

２　実施事業

① 作品展示会の開催
② 舞台芸能，演劇等の開催
③ 機関誌「文化かごしま」の
　発行
④ その他目的達成に必要な事
　業

① 文化芸術の振興に関する事
　業
② 文化芸術活動への支援・助
　成・育成事業
③ 鹿児島県から受託する施設
　の管理運営に関する事業
④ 利用者サービス事業
⑤ その他この法人の目的を達
　成するために必要な事業

３　事務局体制

【宝山ホール内】
・事務局長（非常勤・副会長
　兼務）
・事務補助員（非常勤）
　　　　　　　　　　計２名

【宝山ホール内】
・専務理事
・事務局長
・総務課長
・企画事業課長等　計５名
※指定管理施設分を除く

４　事業費

・Ｒ６年度予算額
　約6,500千円

・Ｒ６年度予算額
　23,572千円
　※指定管理者分を除く

５　加盟団体数

90団体
・36文化団体
・54市町村・地域文化協会

　　（令和６年10月時点）

【参考】
　アーティストバンク登録者
数
　・121者(個人117人，グルー
　　プ4組)
　※ピアノ，声楽，バレエな
　　ど

６　鹿児島県文化協会及び公益財団法人鹿児島県文化振興財団の概要
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少子化対策のために子どもを産み育てやすい 
社会をつくる条例の制定について 

 
 
１ 条例制定の背景 
 （１） 少子化の現状 

① 全国の状況 

2023年の出生数は72万7,288人で，前年より4万3,471人減少し，統計を開

始した1899年以来，最少の数字となった。第１次ベビーブーム期（1947～1949

年）には約270万人，第２次ベビーブーム期（1971～1974年）には約210万人

であったが，第2次ベビーブーム世代が20代，30代であった1990 年代～2000 

年代に社会全体の雇用環境が悪化し，第３次ベビーブームは起きず，その後

減少を続け，子どもの数はピーク時の３分の１以下にまで減少した。 

合計特殊出生率の推移を見ると，第１次ベビーブーム期には4.3を超えて

いたが，戦後の日本は経済成長による所得水準の向上，国民皆保険・皆年金

など社会保障の充実，医療技術の向上等により豊かな生活環境が整ってきて

おり，1960年頃からはそれまでの多産少死から少産少死への人口転換が進

み，1971～74年の第２次ベビーブーム期には約2.1まで低下し，それ以降，

第一次オイルショックによる経済的な混乱や，人口増加傾向を受けて静止人

口を目指す考え方が普及したこと等により，生まれる子どもの数が減少し続

けるようになり，1975年に合計特殊出生率は2.0を割り込む1.91にまで低下

した。低下し続ける合計特殊出生率は1980年代初めにやや回復したものの，

80年代半ばから再び低下し続け，人口置換水準からのかい離も大きくなって

いった。2005年には1.26 まで落ち込み，その後，2015年には1.45まで回復

したものの，2023年には1.20と過去最低となった。 

 

② 本県の状況 

2023 年の出生数は１万人を割り 9,868 人で，前年と比較して 672 人の減

と，減少傾向が続いている。 

「子どもは宝」という意識が地域で共有されている徳之島では，住民みん

なで子育てを支え合うことにより，子どもを育てやすいという環境にある

といわれており，2018 年から 2022 年の合計特殊出生率は徳之島町が全国１

位（2.25），天城町が２位（2.24）を占めている。このほか，全国 20 位ま

でに，長島町（2.11），南種子町(1.99)，中種子町（1.99），伊仙町(1.98)

が入っている。 

このような地域の特性もあり，県全体の 2023 年の合計特殊出生率は 1.48

と全国平均 1.2 を上回り，全国４位であるが，前年比 0.06 の減となってお

り，このまま少子化が進むと 2050 年には本県の人口が約 117 万人に減少す

る見込みである。 
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 （２） 少子化の要因・背景 
① 非婚化・晩婚化・晩産化 

少子化に影響を与える要因として，非婚化・晩婚化及び結婚している女

性の出生率低下などが考えられる。1970 年代後半からは 20 歳代女性の未婚

率が急激に上昇したほか，結婚年齢が上がるなど晩婚化も始まり，1980 年

代に入ってからは，30 歳代以上の女性の未婚率も上昇しており，晩婚と合

わせて未婚化も進むこととなった。 

年齢別出生率を見ると，1950～70 年は 20 代半ばでピークを迎えていたが，

次第にそのピークが推移していき，出産年齢が上昇するとともに，出生率

の高さを示す山が低くなっていくなど，出生率の低下と晩産化が同時に進

行している。また，1980 年代以降は，晩婚化・晩産化により，20 代の出生

率が大幅に下がり，30 代の出生率が上昇するという動きがみられるように

なった。 

さらに，デフレが慢性化する中で，収入が低く，雇用が不安定な男性の

未婚率が高いほか，非正規雇用や育児休業が利用できない職場で働く女性

の未婚率が高いなど，経済的基盤，雇用・キャリアの将来の見通しや安定

性が結婚に影響し，未婚化を加速した可能性がある。 

 

② 女性の雇用機会の増大・価値観の多様化 

1985 年に男女雇用機会均等法が成立し，女性の雇用機会が増大する一方で，

子育て支援体制が十分でないことなどから仕事との両立に難しさがあるほ

か，子育て等により仕事を離れる際に所得を失うことやキャリア中断なども，

子どもを産むという選択に影響している可能性がある。 

また，多様な楽しみや単身生活の便利さが増大するほか，結婚や家族に対

する価値観が変化していることなども，未婚化・晩婚化につながっていると

考えられる。 

 
２ 条例の必要性 

我が国の少子化の進行は，人口（特に生産年齢人口）の減少と高齢化を通じて，

「労働供給の減少，将来の経済や市場規模の縮小，経済成長率の低下，地域・社会

の担い手の減少，現役世代の負担の増加，行政サービスの水準の低下」など，結婚

しない人や子どもを持たない人を含め，社会経済に多大な影響を及ぼすとされてお

り，国においても次元の異なる少子化対策に取り組むとしている。 
日本社会が戦後復興を成し遂げるため，国･地方公共団体・民間事業者・個人そ

れぞれが経済的な豊かさの追求を重視してきた。そして，先進国としての経済の発

展は遂げられたわけであるが，持続可能な社会を次世代に引き継いでいくには，行

政だけに対策を求めるのではなく，あらゆる立場から少子化の進行に歯止めをか

け，社会への悪影響を防ぐ努力が必要である。 
また，社会構造の変化により，人間関係の希薄化，経済格差の拡大などが深刻化

する中，いじめや虐待，貧困の問題など，子どもを取り巻く環境は厳しくなってお
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り，問題を抱えていても我慢している子ども，誰にも相談できない子どもに加え，

ヤングケアラーなどの問題も生じている。少子化に歯止めをかけるためにも，社会

の発展のためにも，将来を担う子どもの健全な成長が不可欠であり，すなわち，子

どもの権利を守る視点も必要である。 
このため，本県における少子化の現状を踏まえ，県，県民及び民間事業者等の役

割や取組の方向性を明確に示す条例を制定すべきである。 
 
３ 条例に規定すべき事項 

（１） 県民が安心して子どもを産み，育てることができ，子どもが健やかに成長

できる社会の実現を目指し，少子化対策を計画的に推進すること。 
（２） 結婚，出産，家庭及び子育てに対する個人の考え方が，それぞれに尊重さ

れるよう配慮すること。 
（３） 家庭，学校，事業者，地域社会，行政機関等が相互に連携し，社会全体に

より少子化対策が推進されるよう配慮すること。 
（４） 結婚，出産，育児における様々な支援（ひとり親家庭等への支援を含む）

が受けられるよう必要な施策の充実に配慮すること。 
（５） 若者が安心して結婚や子育てができる安定した働く場の確保等に配慮する

こと。 
（６） 子どもを育てる者が，性別に関わらずその能力を十分に発揮して仕事に従

事しつつ豊かな家庭生活を営めるよう配慮すること。 
（７） 職場における慣行や職場の雰囲気等により，育児休業制度その他の子育て

を支援する制度の活用が妨げられることのないよう配慮すること。 

（８） 次代の社会を担う子どもの権利及び利益が尊重されるよう配慮すること。 

（９） 子どもが将来において結婚や子育てに希望を持てるような意識啓発等に努

めること。 

（10） 少子化対策等を推進するための必要な財政措置に努めること。 
 
４ 条例の構成（案） 
 （１） 目的，基本理念 
 （２） 県，県民，事業者等の責務・役割及び市町村との連携 
 （３） 計画の策定及び推進 
 （４） 社会全体による少子化対策推進 
 （５） 結婚の支援 

（６） 妊娠，出産及び子育ての支援 
（７） 就業の支援 
（８） 職場環境の整備の支援等 
（９） 子どもの権利の尊重 
（10） ライフデザインに関する意識啓発等 

（11） 生活環境の整備促進 

（12） 財政上の措置 等 
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資料：子ども白書2024（厚生労働省「人口動態推計」(推定値））

１ 出生数・合計特殊出生率の推移(全国）

２ 出生数の推移（全国，鹿児島県）

資料：厚生労働省「人口動態統計」

（2023）
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４ 市町村別特殊出生率
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５ 人口の推移・将来推計（鹿児島県）

資料：総務省（国政調査）

国立社会保障・人口問題研究所（日本の地域別将来推計人口（令和５年推計））

将来推計

（2018年〜2022年）

３ 都道府県別合計特殊出生率
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６ 年代別未婚率（鹿児島県）

７ 平均初婚年齢（全国）

８ 第１子出生時の母の年齢（全国）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集2024年版（表12-35 都道府県，性別平均初婚年齢）」

総務省「人口動態統計」

資料：厚生労働省「人口動態統計」

資料：総務省「国勢調査」※令和２年からは不詳補完値により算出
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９ 男性の年収別有配偶率（全国）

１０ 女性の年収別有配偶率（全国）
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妊娠・出産や育児を機に不利益な取扱い（解雇，減給，降格，…

契約が終了する見込みだったため仕事を辞めた

勤務地や転勤の問題で仕事を続けるのは難しかった

妊娠・出産に伴う体調の問題で仕事を辞めた

妊娠・出産前と仕事の内容や責任等が変わり、…

仕事を続けたかったが，仕事と育児の両立の難しさでやめた…

家事・育児に専念するため、自発的にやめた

正社員・職員

有期契約社
員・職員

１２ 末子妊娠・出産を機に退職した理由（全国）

資料：厚生労働省委託事業「令和２年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業」
仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書〈離職者調査〉複数回答

１１ 女性就業率（15～64歳）の推移（鹿児島県）

資料：資料：総務省「国勢調査」
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24.2%
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15.6%
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45.4%
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2.7%

2.8%

10.9%

31.4%
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43.5%

11.1%
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3.3%

6.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

結婚するにはまだ若すぎるから

結婚する必要性を感じないから

今は、仕事（または学業）に打ち込みたいから

今は、趣味や娯楽を優先したいから

独身の自由さや気楽さを失いたくないから

適当な相手にまだめぐり会わないから

異性とうまくつき合えないから

結婚資金が足りないから

親や周囲が結婚に同意しない（だろう）から

すでに結婚が決まっている

その他

今回調査
前回調査

② 独身でいる理由

資料：県民意識調査 （問12）

１３ 少子化等に関する県民意識調査（抜粋）

資料：令和５年度に鹿児島県が結婚や育児に関する 県民の意識を把握し、今後の少子化対策の参考と

するため実施した「少子化等に関する県民意識調査」（以下「県民意識調査」という。）
（問26）

① 結婚の意向
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前回調査

できるだけ早く結婚したい いずれ結婚したい

理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない 一生結婚するつもりはない

その他 無回答

－ 29 －



43.5%

20.9%

21.8%

38.6%

23.1%

31.5%

7.1%

8.2%

16.3%

41.1%

4.0%

44.6%

21.0%

45.7%

22.6%

37.8%

7.0%

12.2%

24.0%

34.3%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

女性の社会進出が盛んになり、女性の経済力がついたから

女性の家事負担割合が非常に高いから

都市化が進み、男女とも単身で生活がしやすい環境になってい

るから

若いうちは、趣味や自分のやりたいことを優先したいと考える人

が増えたから

結婚適齢期という考え方について社会の意識が変化したから

フリーターなど定職につけず、収入の少ない若者が増えたから

周りに結婚の世話をしてくれる人がいなくなったから

過疎化の影響で周りに独身の異性が少ないから

仕事が忙しく異性とつきあう余裕がなくなっているから

結婚に魅力を感じないから

その他

今回調査

前回調査

④ 理想とする子どもの数と実際に持ちたい子どもの数の割合

⑤ 実際に持ちたい子どもの数が少ない理由

2.2%

7.7%

36.5%

41.4%

47.2%

32.6%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理想とする子どもの数

実際に持ちたい子どもの数

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 子どもを持つつもりはない わからない・無回答
資料：県民意識調査 （問60，問63）

資料：県民意識調査 （問64）

58.0%
21.4%

21.1%

14.6%

9.2%

16.6%

8.8%

4.3%

3.6%

7.5%

2.9%

2.6%

0.3%

4.9%

6.3%

7.2%

3.0%

39.8%

15.5%

15.7%

11.2%

4.8%

12.6%

6.2%

3.1%

5.8%

1.9%

1.2%

0.2%

3.7%

3.1%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

収入に対して、子育てや教育にお金がかかりすぎるから

高年齢で産むのはいやだから

育児の心理的・肉体的負担に耐えられないから

健康上の理由から

子どもがのびのびと育つ社会環境ではないから

欲しいけれどもできないから

自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから

産休・育休が取りづらいから

家が狭いから

配偶者の家事・育児への協力が得られないから

子どもを預かってもらえないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

世間並みの子どもの数に合わせたいから

一番末の子が定年までに成人して欲しいから

配偶者が望まないから

その他

無回答

今回調査

前回調査

資料：県民意識調査 （問65）

③ 未婚化と晩婚化の原因
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⑥ 子育ての心理面での悩み

⑦ 子育ての環境面での悩み

資料：県民意識調査 （問35）

資料：県民意識調査 （問36）

14.4%

42.3%

28.8%

38.1%

27.7%

34.4%

15.6%

31.9%

20.0%

16.1%

9.2%

4.4%

4.9%

5.6%

0.2%

12.9%

25.9%

38.8%

20.3%

28.6%

16.5%

30.5%

22.1%

14.0%

7.7%

7.2%

6.0%

9.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

子育てについて配偶者や親の協力が得られない

仕事と子育ての両立が難しい

子どもの病気や心身の発育・発達の遅れが気になる

子どものしつけや教育の仕方がよくわからない

子どもとふれあう時間が少ない

子育てに追われて自分の時間がもてない

子どもを通じて近所づきあいや，子どもの親同士の付き合い…

子どもの成績や勉強の指導が不安だ

自分自身親として自信がない

自分自身の体力や健康などに自信がない

悩みを気軽に相談できる相手がいない

子育てというものが全般的によくわからない

その他

心理面での悩みは特にない

無回答

今回調査

前回調査

12.4%

20.1%

4.4%

8.1%

5.4%

10.1%

36.9%

61.0%

14.2%

16.0%

8.4%

34.6%

10.1%

3.1%

9.6%

0.4%

13.4%

16.4%

3.5%

6.3%

3.0%

5.7%

29.2%

49.3%

11.3%

13.2%

5.6%

31.0%

5.9%

2.7%

16.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

近所に子どもの友だちがいない

近所に子どもを安心して遊ばせる場所がない

近くに保育所や幼稚園など子どもを預ける場所がない

近くに子どもがかかる医療機関がない

学校の先生と親（ご自身）との連絡があまり取れない

子どもがいじめられていても親（ご自身）や教師が気付いてい…

子どもの出産や育児にお金がかかる

子どもの教育費や習いごとなどにお金がかかる

住居が子育てに十分な広さではない

社会環境や自然環境の悪化に不安がある

食物の安全性に不安がある

子育てと仕事や家事との両立がしにくい

悩みを気軽に相談できる場がない

その他

環境面での悩みは特にない

無回答

今回調査

前回調査
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42.2%

41.7%

25.6%

31.7%

20.3%

6.7%

38.2%

18.4%

3.7%

7.2%

1.1%

29.8%

44.4%

24.5%

28.9%

26.1%

11.0%

36.6%

25.4%

3.1%

7.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

フレックスタイム制度の導入

妊娠中、育児中の勤務時間の短縮

育児休業期間の延長

始業・終業時間の繰り下げ・繰り上げ

残業（所定外労働）の免除

深夜残業の制限

育児休業中の収入補填

事業所内保育所の整備

その他

特になし

無回答

今回調査 前回調査

⑨ 子育て支援のために企業に整備して欲しい制度

⑧ 男性が女性とともに積極的に子育てをしていくために必要なこと

資料：県民意識調査 （問48）

資料：県民意識調査 （問46）

67.1%

33.9%

8.4%

41.8%

44.4%

31.4%

29.1%

2.9%

0.9%

61.3%

27.3%

7.2%

44.6%

53.2%

32.7%

23.6%

2.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

家事や育児は女性の役割だという固定的な考えを改めること

企業中心という社会全体の仕組みを改めること

仕事と家庭の両立などの問題について

相談できる窓口を設けること

労働時間短縮や休暇制度を普及させること

夫婦ともに家事や育児の責任を担い、協力して行うこと

家事や育児を男女がともに担えるような教育や育て方をすること

男性の仕事中心の生き方・働き方を改めること

その他

無回答

今回調査 前回調査
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